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午前１０時開会 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 皆様、おはようございます。定刻に御参集をいただ

きありがとうございます。 

 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

 議長、御出席いただきましたので御挨拶をお願いいたします。 

○議長（月岡修一議員） 皆さん、おはようございます。 

 きょうの議会改革、陳情に関しましてでありますが、私は、議長就任時に日本一の議会

を目指すと宣言してあります。したがいまして、20名の議員で徹底的に議会改革に臨んで、

本当に市民の皆様から豊明市議会は前進したということ、頑張っているという姿をお見せ

したい、そのようなお話をさせていただきました。したがいまして、できるだけ早くその

方向であり方検討委員会等議会改革に向けてのそういった特別委員会なり委員会を立ち上

げて、こういった諸問題に対して取り組まなきゃいけない。そのやさきのこういった陳情

でありますので、必ず我々はこういった諸問題に対して前向きに検討していく、お話を進

めていくということを市民の皆さんに示すためにも、できるだけ早くあり方検討委員会を

設置して前進していただきたい。その過程において、きょうはそれが大前提にあるという

ことを承知の上で、きょうのこの陳情の結論をつけていただければ幸いかと思いますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ありがとうございました。 

本日の傍聴の取り扱いにつきましてお諮りいたします。 

 申し合わせに従い、一般傍聴の許可は６名以内といたしたいが、御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 御異議なしと認めます。よって、本日の一般傍聴は

６名以内といたします。 

 お諮りいたします。ただいま５名の方より一般傍聴の申し出がございました。許可する

ことに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 御異議なしと認めます。傍聴者の入場を許可いたし

ます。 

（一般傍聴者５名入室） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、本委員会に付託されました案件につきまして、お手元に配
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付いたしました議題に従い会議を進めますが、審査順序につきましては、５月29日に開催

いたしました議会運営委員会により決定されておりますのでよろしくお願いいたします。 

 なお、先日の議会運営委員会の際、事務局にあらかじめ資料の依頼がしてありますので、

配付が机上にしてございます。 

 また、今回議題となっています陳情７件の審査に当たっては、試行で委員間討議を実施

することが議会運営委員会で決定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 では、初めに、陳情第７号 豊明市市議会議員定数削減を求める陳情を議題といたしま

す。 

 ただいま議題といたしました陳情７号の陳情者がお見えでございます。先ほど陳情者か

ら補足説明の申し出がございました。ここで休憩をとって協議会を開催し、陳情者から補

足説明とこれに対する質疑を受けたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 御異議なしと認めます。 

 ここで、協議会を開催するため、暫時休憩といたします。 

午前１０時５分休憩

午前１０時１９分再開 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、休憩を解き、休憩前に引き続き会議を続

けます。 

 先ほどの陳情者の方の陳情第７号 豊明市市議会議員定数削減を求める陳情に関しまし

ては、陳情者の方より内容の変更がございましたので、今回、請願の内容にあわせて陳情

も同じように取り扱いをさせていただいて、今回は取り下げをしていただくことになりま

したので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、陳情第６号 定例議会に於ける一般質問実施日のうち１日を休

日（土曜日・日曜日・祭日）に開催を求める陳情を議題といたします。 

 本陳情について、議会事務局より状況等で説明することがあればお願いいたします。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） それでは、先回議会運営委員会のほうに依頼を受けておりま

した今回の陳情に伴う資料のほうを机上に配付させていただいておりますので、そちらを

見ながら説明をさせていただきます。 

 陳情６号、近隣市町の開催状況のほうを確認してまいりました。基本的には、ここに書

いてある瀬戸市、春日井市、豊田市、小牧市、尾張旭市、日進市、清須市、北名古屋市、
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みよし市につきましては、土日の開催の実績はないということでした。１市、長久手市の

み、過去に行った実績があるということでした。確認をしますと、平成11年、12年、13年、14

年、15年、それぞれの第４回の定例会におきまして一般質問を実施していた実績があると

いうことを確認いたしました。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 今の説明の中で議長より指摘がございました。長久

手市の時代ではなくて、長久手町の時代だということで、皆様御承知おきいただきたいと

いうことです。ありがとうございました。でも、市に問い合わせていただいたんですね。

ありがとうございます。 

 それでは、陳情でありますので直ちに質疑に入りますが、陳情の内容が議会運営に関す

ることでありますので、質疑に対しては、議会事務局及び当局においてわかる範囲でお答

えいただきたいと思います。 

 それでは、これにつきまして質疑のある方。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 長久手市で過去に行っていたということなんですけれども……。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 長久手町。 

○清水義昭委員 長久手町ですね、で行っていたということなんですけど、これ、今やら

れていない理由みたいなものというのはお聞きしていますでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 長久手市の議会事務局のほうへ確認をさせていただきました。

平成11年度のときから開催をしておりましたけれども、年々傍聴者数が減って、平日に開

催するのとほとんど変わりがない、そのような状況を鑑みて、平成15年度をもって土日の

開催は終えたということを確認しております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 一般質問をする議員は公平に調整すればいいと書かれていますけれど

も、議員は休みありませんので大丈夫なんですけれども、議場に入る部課長、基本的には

残業手当つきませんけれども、それ以外、一般質問となると、当局、結構後ろで何人か走

り回っているんですけれども、そういうことは想定されますけれども、何名ぐらい配置し

て、時間外勤務超過手当というのは幾らぐらいになるか、ざっくりでいいですけど、金額

というのは想定できますか。 
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○議会運営委員長（近藤郁子議員） 当局、お答えいただけますか。 

 平下課長、お願いいたします。 

○秘書広報課長（平下義之君） 後ろに控える職員ということなんですが、当然一般質問

の内容によっても変わってきますので、１人当たりで時間外を計算しますと、１人、係長

以下ですね、時間外がつくのが。１日いわゆる８時間勤務をすると、約２万円。平均給与

でいくと２万円です。ただ、８時間あれば振りかえということができますので、ずばり時

間外に結びつくかどうかということは直接的には申し上げられませんが、そのまま働いた

とすると２万円程度の１人当たり支出が見込まれるということでございます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 庁舎の管理費用というのは、これはわかりますかね、あけるということ

に関して。数字はわからなくてもいいのでざっくりで結構ですけれども。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 平下課長。 

○秘書広報課長（平下義之君） いわゆる光熱費とかそういうことですよね。ちょっとそ

こまでは、ごめんなさい、把握していません。申しわけありません。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 これ、開催場所にもよるんですけど、例えば市役所でやる、議場でやる

ということになったときに、土日の庁舎のセキュリティーだとかそういうことにもかかわ

ってくるとも思うんですけれども、そこら辺、問題、把握できますでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 当局、お答えできますでしょうか。 

 平下課長。 

○秘書広報課長（平下義之君） ガードマンがおりまして、出入り口をある程度固定して

しまえば、そこで確認ができますし、実際、土日に中で会議等あることもありますので、

その辺は大丈夫だと思います。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 馬場課長にお聞きしますが、長久手町の時代に、平成11年から15年まで、

定例会で一般質問で行っているんですが、これ、何人の議員が一般質問したかというのは

調べているでしょうか。 
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○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答えられますか。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 長久手の議会事務局のほうへ確認をいたしましたけれども、

かなり古い時代のお話になって、向こうのほうにも細かい資料というのがなかなか手元に

なくて、お聞きをする時間までがありませんでしたので、今資料としてはこちらは持ち合

わせておりません。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 近藤委員。 

○近藤裕英委員 さっき、お一人２万円ぐらいの歳費がかかるということで、係長以下と

いうことで、いわゆる質問内容にもよるんでしょうけれど、いろんなイレギュラーな質問

に対して備えようと思うと、おおむね何人ぐらいの待機が必要になるんですか。ざっくり

とおおむねで結構ですけど。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁できますか。 

 伏屋部長。 

○行政経営部長（伏屋一幸君） １回当たり、課長と補佐と係長程度でやっておりますの

で、その日に何人の方が質問されるのかにもよりますけれども、その何人というふうに掛

けていただければ総数が出ると思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 近藤委員。 

○近藤裕英委員 この間、本会議で６人ずつやりましたよね。そうすると、１日当たり。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 指名してから答弁いただけますか。 

 伏屋部長。 

○行政経営部長（伏屋一幸君） そうしますと、３掛ける６ということになると思います。 

○近藤裕英委員 ３掛ける６、18、掛ける２万円。済みません、ひとり言でした。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 例えば、予算に関しての代表質問とか、そういうときだと一番人数が多

くなるのかなと思うんですが、最大限で何人かってわかりますか。用意しなければいけな

い人数。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 人数ですか。答弁できますか。 

 平下課長。 

○秘書広報課長（平下義之君） 今、市役所は全部で24課ございます。フルで、例えば、
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ちょっとでも関係するからということで全部出てきたとすると、24課の課長、それから、

補佐、係長ですね。ですので24掛ける３出てくるんですが、さっき申し上げましたように、

時間外勤務手当になるといわゆる係長以下ですので、マックスでもいわゆる24。実際には

単独の係長というのが少ないので、補佐兼務の方も多いものですからそこまでは行かない

と思いますが、マックスでいくと24人が１人２万ずつかかると。ただ、これはあくまで、

さっき言った振りかえをしなければということになりますのでね。勤務日以降８週間で振

りかえをすれば時間外勤務は発生しないということにはなります。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 これは議会開催中に休日を行えば代休という形になると思うんですけ

ど、代休がとれるのかどうかという問題も出てくると思うんですが、その辺は代休がとれ

るんですかね。どうでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 平下課長。 

○秘書広報課長（平下義之君） これは当然所属と時期によって違いますので、例えばこ

の12月にやると、税務課あたりは厳しいのかなというようなことは想定できますので、全

てがとりにくいとは申し上げませんが、とりにくいところも幾つかあるのではないかとい

うふうには予想できます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 長久手町の時代にやっていた休日議会ですが、これ、議場で行ったかど

うかというのはわかりますか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁できますか。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 通常の定例会ですので議場でやっております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 当局として休日議会を例えば議会からやってほしいという要請があった

場合に、それが可能かどうか。人員的なものとか安全面の配慮からちょっと難しいとか、
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いや、それは議会のほうからそういう要請があれば可能なのか、どうなんでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 当局と綿密な打ち合わせも必要だとは思いますけれども、で

きないことはないと思われます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 当局として、もし休日、土日に議会を開催するとして、問題点というの

があるのでしょうか。こういうところがちょっと問題だというところの一番大きなところ

ってあるんでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁できますか。 

 伏屋部長。 

○行政経営部長（伏屋一幸君） 先ほども出ていましたけれども、安全面というかセキュ

リティーの問題だと思います。ですので、どこの入り口から入っていただくかというよう

なことをきっちり決めて、そこに職員を配置する必要があるかと思います。 

 さっき平下課長がお答えしましたが、代休につきましては、前に４週間、後ろに８週間

ということで、約３カ月ほどの中で代休を取得すればよいということになっていますので、

よっぽど大丈夫だと思います。１回の定例月当たり１回程度ということの陳情でございま

すので、そちらのほうは大丈夫だと思うんですが、やはりセキュリティーの関係だと思い

ます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） ちょっと補足をさせていただくと、市役所の年間の土曜日、

日曜日の行事や何かというのは、基本的には、年間を通して、年間の定例会等を鑑みて市

役所の行事というのは立てられております。ですので、例えば土曜日だとか日曜日に議会

を開催という形になると、年間スケジュール、例えば豊明まつりの日にかかってくるだと

か、そういった部分をかなり早い時点から外すような形で行事予定を組む必要もあるのか

なと思われます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 近藤委員。 
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○近藤裕英委員 やる、やらないを別として、もしやるとすると、市長、議長、副議長と

いうのは土日にいろんな市民の方のいろんな行事に出かけていっていただいて、いわゆる

市民の方の意見を聞いたりとかそういうことも兼ねて出ていってみえますので、そういう

ことも配慮して議論したほうがいいと思います。意見として。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 意見じゃなくて質疑です。 

○近藤裕英委員 ごめん、質疑だね。だから、そういうことは調整等難しくなりますか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 回答できますか。 

 伏屋部長。 

○行政経営部長（伏屋一幸君） 私ども秘書広報課のほうで年間スケジュールを３月に次

年度の予定を各課に聞いて、そこで土日の市長の出席等調整を今しております。今、近藤

裕英委員がおっしゃったようなことがありますので、そのときにわかっていれば、いつの

議会の何日の日曜日とか土曜日にやるよというのがわかっていると大変ありがたいという

ことは言えると思います。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で質疑を終結し、ただいまより、先ほど申し上

げましたように委員間討議を実施したいと思います。 

 10分間程度の委員間討議になりますが、まず、何に対して討議をするか。論点について

まず伺いたいと思いますが、何を論点にするか、委員の方から御提案をいただきたいと思

いますが。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 これを整理すると、一つは、休日に議会を開催するべきかと、年４回の

開催が適当なのか、それと、休日の一般質問を抽せんで選ぶべきか。この趣旨のところで

あるものでいうとそのぐらいが論点になってくるかなと思いますが。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 今の富永委員からの提案の論点は、休日にするべき

かどうか、年４回必要かどうかの二つでよろしかったでしょうか。 

○富永秀一委員 あと、休日の一般質問議員を抽せんで選ぶとなっているわけですが、今

は先着順ですよね。それを変えるということですね。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） この１日に対して一般質問は抽せんで行うべきかど

うかということでよろしかったですか。 

○富永秀一委員 それも一応趣旨に入っているので。論点の一つでいうと、それもあるか
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なという。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） その三つなんですが、ほかにもございますか。皆さ

ん、いかがでしょうか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 富永委員とかぶるのかもしれんですけど、私が委員間討議の内容とする

ならば、やっぱり休日開催することの影響ですね。逆にその効果。するべきによっていい

効果があるのか。逆にそれに対するデメリットがあるのか。それが論点なのかなというふ

うに私は思っておりました。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにはございませんか。 

 近藤委員。 

○近藤裕英委員 いわゆる論点。まず大前提として開催するかしないか。その次に、する

とすれば何回やるかということですよね。そういうことですよね。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） という提案をいただきましたので、まずもって休日

にするべきかどうかといったところを論点にさせていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

（異議なしの声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、まず、休日にするべきかどうかに対して

皆さんの御意見をお伺いしたいと思いますが。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 もういきなり意見でいいんですか。多分、メリット、デメリットを出す

とかいうのをやったほうがいいのかなと思うんですけれども、一応、メリットとして、こ

の理由のところに書いてあることでいうと、メリットとしては、市民に対して公約実行力、

行政監視力、提言力の力量を議員が見せることができるということと、平日は仕事のある

市民に傍聴する機会をつくることができる、あと、臨場感と書いてありますが、臨場感が

味わえる。あと、中高生も傍聴しやすくなるということです。あと、ほかの市町だと、コ

ンサートだとかそういうものを議場で行って、来てもらったりというようなことを行って

いたりするところもあるので、そういう市民に理解してもらう機会をふやすことができる

かな。 

 デメリットとしては、費用がかさむということと、あと、全国的には休日、夜間の議会

というのは傍聴者が少ないということでちょっと減少ぎみである。ただ、一応全国市町村

議会のまとめている資料だと、平成25年だと全国で19市、22県行われているということで、
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まだ行っているところはありますよということです。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） メリット、デメリットをまずはっきりとさせたほう

がいいでしょうということですが、まず、じゃ、今富永委員から言われたメリット、書い

てあるとおりのことだというふうには正直思うんですけれども、ほかに皆さんいかがでし

ょうか。 

 早川委員。 

○早川直彦委員 市民の皆さんが知るツールの一つですよね。今だと会議録がネットで上

がっている。それを見る。でも、市民の皆さんから親しみを持っていただきたいというと、

やっぱり議場に来ていただいて直接見ていただく、これは私たちにも一番の希望だと思う

んですが、やはり休日、平日働いている方からいえば、それはやっぱり無理だと。土曜日、

日曜日見てみたい、そういう意見があるというのも、それは私は理解できます。逆に、休

日でも、やっていることによって、１票投じた議員がどんな一般質問をしているんだろう、

自分の地元に住んでいる人とか若い議員とか、同年代の議員がどういう一般質問をしてい

るんだというのをやっぱり見ることができる。やっぱりここの中にも書いてある臨場感あ

ふれる、やっぱり紙ベースとかインターネットベースで見るものと直接見るのは違うのか

なというのはあります。 

 あと、費用対効果だけ見れば、人数が少ないとかというとやめようじゃ、私はないと考

えています。市民から情報を発信するツールの一つとして、やっぱり市民が求めるものは、

１票を投じた議員というのがどのような仕事ぶりをしているのか、どのような一般質問と

か、どのような議案を審議しているのか、その内容によってどういう市政が変わっていっ

たのかとか、いくのかとか、最終的な答えというのはそこじゃないですかねと思うんです

よね。一般質問の内容じゃなくて、それが行政にどう反映されて、どのようになったのか。

それが費用対効果だと思うんですよね。それを知るためのツールの一つが、陳情者が上げ

た休日議会の一つだと私は思っています。それがメリットだというふうに思っております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにはいかがでしょうか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 今、発言で各委員さんから出たこととほぼかぶるんですけれども、

傍聴の人数の多い少ないにかかわらず、傍聴の人数の努力ふやしていく努力はこれから中

身の質の問題で上げていけばいいと思うんですが、やはり、早川委員も言われました、一

つの、今までやってなかった土曜日、ここは夜間という言葉はないんですが、平日昼間に

は来られない方に見ていただきたいという議会としての姿勢というのか、そういう表明を
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するというのは大事かなというふうに思います。 

 職員さんの代休も３カ月以内で取得、課によって、いろいろ時期によって変わるそうで

すが、その辺もぜひクリアしていただいて、ぜひ私たち議会としてはこういった陳情が出

ていることを一つの契機に門戸を広げていくというほうでぜひ進めていけたらなと考えま

す。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにはいかがでしょう。 

 一色委員。 

○一色美智子委員 陳情の趣旨の中に、年４回の定例議会のうち１日だけということが書

いてありますので、試しにという言い方はおかしいんですけれども、やってみるのも一つ

の効果はあるかなと思います。ただ、その後の理由のところに、今市議会に対して関心が

高くなっているって、さらに高い理解を深めることが必要であると書いてありますけれど

も、これをやることによって本当に市民の理解が深まるのかなという、その辺はどうなの

かなというのをちょっと思いますね。もっとほかにやらなきゃいけないこともきっとある

だろうし、これだけにとどまる分ではなくてというのは思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにはいかがでしょうか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 集中と選択というのは市長のほうも言われておりますし、もちろん今ア

セットマネジメントということに取り組むと言われております。費用を膨らませていいも

のかというのも、一度、土日、祝日、夜間もそうですけれども、議会のほうも一度その部

分を、それは確かにやったほうがいいです。しかし、その部分は全く考えずに、あれもし

ます、これもしますじゃなくて、どれだけの費用対効果が出るかという部分もしっかり考

えた上でやっていただきたいと思います。やるのであればですね。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにいかがでしょう。 

 近藤委員。 

○近藤裕英委員 ちょっと数字的なことがわかればですが、一般傍聴の平均的な人数。マ

ックスが39でしたかね、傍聴席。ああ、48。ごめんなさい。48。平日、今やっている本会

議の平均値というのはわかるんでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 委員間討議の中ですけれども、馬場課長、もしおわ

かりになられましたら。 

○議事課長（馬場秀樹君） 終結していますので。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 終結しているので。ごめんなさいね。 
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○近藤裕英委員 じゃ、結構です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 済みません、私もいけませんでした。そういう質問

はできませんが、ほかにはいかがでしょう。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 メリット、デメリットの話からもう意見になっているので。意見として

は、とりあえず日本一の議会を目指すと議長もおっしゃっているわけで、やってみて、そ

の結果どうだったかということを判断する上でも、また、市民への理解を深めてもらうた

めにも、休日に議会を開催するというのはやってみるべきだろうという意見です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 早川副委員長。 

○早川直彦委員 試行的にやるという考え方は、一色委員からも言われましたが、私も、

まず試行的にやってみるのがいいのかなというふうに思います。急にすぐ次の議会からと

いうのも非常に難しいと思いますので、私は、３月の代表質問ですね、やっぱり市民の方

も関心があるのかなと。会派の代表が代表質問するわけですので、そのような形で一度３

月の定例月議会の代表質問でやってみたらどうかなというふうに私は提案したいと思うん

ですが、どうでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 今の提案につきまして、副委員長からありましたけ

れども、今、一番最初の冒頭に議長からのお話がありましたように、全てのことを見直し

ていこう、考え直していこうという協議会が開かれていることがもう決まっておりますの

で、細かいことはそちらのほうにできたら移行して、細かく具体的に決めていくことをお

願いしたいというふうに思っていますが、議会運営委員会としましては、この陳情に関し

て総体的にどうしていこうかと、大きく進めていければありがたいかなというふうには思

っておりますが、いかがでしょうか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 委員長が言われるとおり、議運だけで決定するのではなくて、議会改革

の推進委員会をこの18日から立ち上げる予定でありますので、だから、全員の議員さんの

意見を聞いて、意見を集約して、今早川副委員長が言われましたけれども、早急にいつい

つやるというのではなくて、皆さんの意見も、傍聴されておる議員さんの意見も聞いて方

向性を定めていただきたいと思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） いろんな今委員間討議をいただきました。委員間討

議であって、先ほど、できたら、富永委員がおっしゃったように、メリット、デメリット

をはっきりとさせて、さて、この議運の中でこの陳情をどういうふうにしていこうかとい

うことを総論的にまず、ほかにも幾つかありますけれども、そういうふうな討議をしてい
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っていただけるとありがたいと。ここの場でこういうことをしましょうと決定づけるもの

ではありませんので、その辺のことを皆様、ちょっと御考慮いただきたいというふうに思

います。 

 では、よろしいですか、ほかには。もうそろそろ時間が参りますのでよろしいですか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） では、以上で委員間討議を終結させていただき……。 

○富永秀一委員 委員間討議自体をじゃないですか。今、論点のうち１個目しかやってい

ないですが、いいですか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） もう10分間になってまいりましたので。先ほど言い

ましたように、まずもって今回の討議は、休日にするかどうかを決めましょうということ

を最初に私は申し上げたつもりでおりますので、その中の年４回かどうかということに関

しましては、御意見がありましたら、次の討論のときにおっしゃっていただいてまとめて

いただけるとありがたいと思いますが、富永委員、いかがですか。 

○富永秀一委員 つまり、ここでこの陳情書を採択するか、趣旨採択するかとかいうこと

になると、ここの年４回なのかとか、あるいは抽せんでとかいうのも、これは趣旨のとこ

ろに入っているわけなんですけど、それは討議しなくていいんですか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 今の委員間討議は10分間ということで一応区切らせ

ていただいて、最初に討議することは、休日にするかどうか、年４回必要かどうか、この

内容のことを全て上げられたわけですけれども、皆さんの中で、まず休日にするかどうか

ということが大事なことだろうと。その内容の詳しいことにつきましては、先ほど言いま

したように、この委員会として大きく、総論として考えていただいて、次の討論のときに

御意見を言っていただくということにさせていただきたいというふうに思いますけれど

も、いかがでしょうか。よろしいですか。まず休日にするかどうかということで討論をし

ていただき、その後、それが、まずそれで皆様がどういうふうに思われるかどうか。そし

て、その後、それが年４回必要かどうかということに関しては、皆様の討論の中で御発言

をいただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。続いて討論を皆様に

お願いすることになりますけれども。委員間討議を終結しようと思いましたけれども、何

か御意見がありましたら伺います。進行でよろしいですか。今の進め方にさせていただい

ていいですか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、以上で委員間討議を終結し、討論に入り

ます。 
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 討論のある方は挙手を願います。 

 一色委員。 

○一色美智子委員 私は、これは、ちょっと趣旨採択でお願いをさせていただきたいなと

思います。本当にやるかどうかというのは今後本当に検討しなきゃいけないし、市長が本

当に優先順位、豊明市はお金がないと言っている中で、どれぐらいかかるのかというのも

検討しなきゃいけないし、先ほど、振りかえ勤務もオーケーと言われたんですけれども、

本当に振りかえ勤務を100％やっていただけるのかどうなのかというのも出てきますので、

そうすると、そこにも予算がかかってきますので。本当にほかにもまだいろいろ考えなき

ゃいけないことがあるものですから、これは本当に特別委員会、協議会のほうに付託をし

たらどうかなというふうに思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにはいかがでしょうか。ございませんか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 平成24年度と25年度と休日に議会を開催した市というのがあるんです

が、その中で年４回開催したというところはないんですよね。多くは大体年に１回なので、

最終的に４回するかどうかというのは後でまた判断をするとして、まず１度開催をしてみ

て改めて考えてみることで、まずは開催をするということで採択でいいと思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 採択。 

 ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 市政改革の会を代表して採択の立場で討論させていただきます。 

 先ほども質疑の中で言いました、やはり市民の方、議会、当局との話し合いの中で、ど

のようにして市政が変わっていくのか、どのような効果が生まれたのか、それが費用対効

果だと私は思っております。その中を見る。それのツールの一つが休日議会に当たるのか

なというふうに思っております。やはり平日仕事をしている方から見ると、議会ってどん

なところだろうって関心があっても、今インターネット放映で一般質問を見ることができ

るんですが、それ以外のツールがないわけですよね。実際見たくても、仕事を休んで行く

ということしかできないわけですので、そういう部分にとっては、休日、陳情に対しての

意味は十分わかりますので、私はやる必要があるというふうに思います。 

 先ほど提案しましたが、やっぱり試行的にやる。特に市民の方が関心があるのは、やっ

ぱり予算の部分、決算の部分だと思いますので、やはり予算の特別委員会を休日にやった

らどうかなという、私の気持ちですね、まずやってみたらどうかということですので、今

後その話し合いも行われると思いますので、私としては採択の立場であります。 
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 以上であります。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにいかがでしょうか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 今、早川副委員長は予算特別委員会と言われました、今ね、これ。膨大

な、これ、全職員がいなければならないという委員会ですので、そういう委員会はと区切

るというのではなくて、私は、議員になる前は、本会議の一般質問が日曜日に開催されれ

ば傍聴できるかなと思っていたんですけれども、実際には、現実問題としては、このよう

になぜほかの市町が進んでいないのか、土日、祝日。ここのところもしっかり、議長が言

われましたように、議会改革の委員会が立ち上がる予定でありますので、その中で、開催

することはやぶさかではありませんけれども、しっかり議論して、まず開催ありきという

のではなくて、そこでもんでから結論を出したほうがいいと思うので趣旨採択の立場で討

論なんですけれども、例えば、先ほど誰か言われましたように、土日に開催すると、例え

ば今回６月議会に桶狭間古戦場まつりがあったと。たまたまその地域の議員が当たってし

まったと。ああ、やれないということになるのもありますので、年間の日程表もしっかり

考慮しながらと、そういう部分も勘案しながら協議会の中でもんでいただいて、開催する

んだったら開催するという方向で意見集約すべきだと思います。趣旨採択です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 訂正があることは、後ほど私が精査することでよろ

しいですか。精査のことですか。 

○早川直彦委員 そうです。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） では、後ほど精査させていただきます。 

 ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で討論を終結し、採決に入ります。 

 初めに、陳情第６号を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 賛成多数であります。よって、陳情第６号は、賛成

多数により採択すべきものと決しました。 

 ここでお諮りいたします。 

 以降の陳情の審査に関係ない職員は自席待機といたしたいが、御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 
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○議会運営委員長（近藤郁子議員） 御異議なしと認めます。よって、以降の陳情の審査

に直接関係のない職員は退席を願います。 

（関係職員以外退席をなす） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 審査の途中でございますが、ここで10分間の休憩を

させていただきたいと思います。 

午前１０時５６分休憩 

午前１１時４分再開 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 続いて、陳情第５号 定例議会に於ける一般質問方法の改善を求める陳情を議題といた

します。 

 本陳情について、議会事務局より状況等で説明できることがありましたらお願いいたし

ます。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） お手元のほうの資料、陳情第５号のほうをごらんいただきた

いと思います。 

 先ほどと同じ10市より調査を行った結果がございます。瀬戸市は、慣例により、議長、

副議長、監査委員の一般質問は控えている。春日井市は、議長、副議長、監査委員、慣例

により控えているが、従前だと行った例もある。豊田市につきましては、議長、副議長は

やっておりませんが、監査委員は一般質問をしている。小牧市につきましては、議長、副

議長、監査委員、慣例により控えている。尾張旭市、議長、副議長、監査委員、行ってい

ない。日進市、議長は行っていない。副議長は行っている。監査委員も行っている。清須

市、議長、副議長、監査委員は行っていない。監査委員については、慣例により控えてい

るとコメントがあります。北名古屋市、議長、副議長、監査委員、行っていない。みよし

市も同様、行っていない。長久手市、議長は行っていない。副議長、監査委員は行ってい

る。 

 資料のほうの説明は以上になります。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 陳情でありますので直ちに質疑に入りますが、議会

事務局は質疑に対してわかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

 質疑の方、挙手を願います。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 春日井市が行った例もあるというのは、それはいつの時代、随分昔のこ
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となんでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 調査を行ってこのように書いてあっただけで、具体的な日に

ちは確認はしておりません。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で質疑を終結し、ただいまより委員間討議を実

施いたします。 

 それでは、まず、論点について御提案をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 これについては、もう監査役は既に一般質問を実現しておりますし、ま

た、副議長も一般質問する意向であるということですので、委員間討議をするまでもない

と思うんですが。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 副議長も意向ということは。 

○富永秀一委員 聞いているというだけです。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） そういったことはこの中では確認はされておりませ

んので、不確定なことはここでは確定としては扱えませんので御容赦いただきたいと思い

ますけれども、ほかにいかがでしょう。 

 論点はないんじゃないかと。このまま討論していけばどうだという御意見ですが、ほか

の方、いかがでしょうか。異議がなければ異議なしというふうにおっしゃっていただける

とありがたいと思います。 

（異議なしの声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、異議なしということなので、以上で委員

間討議を終結し、討論に入らせていただきます。 

 討論のある方は挙手願います。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 先ほども少し申しましたが、監査役についてはもう既に一般質問してお

りますし、また、明文をもって議長や副議長についてもしてはいけないとなっているわけ

でもなく、これまでは、どちらかというと議会のというよりは会派の慣例によってしてこ

なかったというだけであると思いますので、これは即採択で問題がないと考えます。 

 あと、これに関しては、今後行われる議会のあり方についての協議会で取り上げること
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も不適当だと思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 改革の会を代表して採択の立場で討論させていただきます。 

 もう今議会に山盛さちえ議員が代表質問しております。富永委員と重なりますので、議

長、副議長に関しても、やることも可能ですよね。陳情に書いてある内容の４番目の下の

ところですね、定例議会ごとに全議員間で一般質問内容を議論、協議会の開催を期待しま

す、そういうことも書いてあります。特に事情のない限り、議長以外の全議員が一般質問

することを求めます。多分、市民の方の目から見ると、どうなんでしょうかね、一般質問

することは当たり前だというふうに思っている方も見えると思うし、議論、時間をかけて

質疑の質を高めて一般質問する議員もいる。いろいろだと思います。しかしながら、やっ

ぱり市民、特にこの陳情を出された方の書いているこの部分というのは、やっぱり真摯に

受けとめなきゃいけないなというふうに私は感じました。よって、この陳情に対し採択の

立場であります。 

 以上であります。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 議長以外はすべきということですけれども、議長でもやっている議会も

ございます。ということで、なぜここで議長だけを外したのかなという部分もあります。

一般質問内容を討議する協議会と書かれておりますけれども、一般質問において、誰もが

ああそうだなという質問をする再質問においても、ああそうかという質問をする結果に対

して市民の選択を受けるというのは議員本人です。今回の一般質問でも若干見られました

けれども、通告外の一般質問をしたり、数字以外の一般質問をする傾向も若干ですが見ら

れます。また、窓口で聞けばわかるような数字の質問とか、そういうのはやっぱり議員本

人でしっかり見詰め直していただきたい。全員がやればいいと書かれておりますけれども、

やはり、回数主義をとるのか、的確なインパクトある質問の中身をとるのか、これは議員

本人の選択ですので、やらなければならないという、年４回やったと。例えば20分で終わ

った。４回やった。私は４回やりましたではなく、年１回でも本当にすばらしい一般質問

であれば、それは私は議員としては何ら問題はないと思います。だから、言っている意味

はある程度わかりますけれども、この陳情に関しては趣旨採択といたしたいです。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 一色委員。 
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○一色美智子委員 私も、この一般質問に関して、中をずっと読んでいきますと、一般質

問しない議員は職務怠慢であるとありますけれども、一般質問を仮に今回はやめておくと

された議員であっても、仕事はほかにもいっぱいあると思うんです。一般質問することが

仕事じゃないと思いますので、決して私は職務怠慢ではないのではないかと思います。 

 次のところに、下から３段目のところ、定例議会前に全議員間で一般質問の内容を討議

するということも書いてありますので、この辺もどうなのかなと思いますので、これも本

当に検討委員会のほうに、どうするのか。現実、今監査役が一般質問していますけれども、

どこから、じゃ、そうなったのかという線がありませんよね。副議長も、今、やっちゃい

けないともいいともないものですから、いついつからやれるようになりましたとか、そう

いうものをきちんと私はされたほうがいいかなと思いますので、この件に関しては趣旨採

択で、これも今度の検討委員会の中の一つの題材として入れられたらどうかなというふう

に思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で討論を終結し、採決に入ります。 

 陳情第５号は採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 賛成多数であります。よって、陳情第５号は採択す

べきものと決しました。 

 続いて、陳情第１号 議会の活性化に関する陳情を議題といたします。 

 本陳情について、議会事務局より状況等で説明できることがあればお願いいたします。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） それでは、資料のほうの説明をする前に本市のほうの状況を

説明させていただきます。申し合わせのほうに書いてあります。 

 当初予算の議案については、予算特別委員会を設置して付託をする。予算特別委員会の

編成は、その都度議会運営委員会で協議をして決めるというふうになっております。あと、

決算のほうにつきましては、定数は10名以内として、各会派の所属議員の比例配分により

決算特別委員会を設置して付託をするという、それが豊明市のほうの今の状況でございま

す。 

 あと、資料のほうにつきましては陳情第１号のほうになります。 

 瀬戸市は、予算決算特別委員会を設けておりません。設けていないところは、通常の常

任委員会のほうで審議しているというような形だと思われます。春日井市も同様です。豊
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田市も同様。小牧市は、予算決算常任委員会、議員全員で構成という名称で審査をしてい

るということです。尾張旭市は、予算特別委員会はなくて、決算特別委員会をつくってい

る。ただし、議員21名中９名で構成をしているということです。日進市につきましては、

常任委員会として全議員で構成をした分科会方式をとっているということです。清須市は

予算決算はありません。北名古屋市は、予算決算特別委員会が全議員をもって委員会があ

るということです。みよし市はございません。長久手市は、予算決算特別委員会、人数は

その都度議運で協議をする。議員18名中８名で特別委員会をつくっている。 

 以上でございます。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 確認をさせてください。清須市とみよし市がなしと

ありましたけれども、それは、瀬戸市、春日井市、豊田市と同じ内容ということでよかっ

たですか。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 通常であれば、予算や決算を審査しない形はないですので、

常任委員会で開催をしていると理解をしております。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、陳情でありますので、直ちに質疑に入り

ます。 

 議会事務局は、質疑に対してわかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

 質疑のある方、挙手を願います。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 これは事務局のほうになるかと思うんですけど、これまで、豊明市議会

においては全員であったり半分であったりということがあったというふうに聞いているん

ですが、全員にしたり半分にしたときの理由について何か記録は残っていますでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 記録が残っているかどうか。答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 予算特別委員会を立ち上げるということで細かい申し合わせ

事項というのはございませんでした。前の期の４年間は、試行的にいろいろと試みてみる

と。最初は、たしか半分の10人、２年目は全員、３年目はまたその半分というような形で

進んでいった。試行的に予算特別委員会をつくって審査をしていくということで、いろん

な試みをした結果、定数が半分のときもあったり、全員のときもあったと記憶をしており

ます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 
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（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で質疑を終結し、ただいまより委員間討議を実

施いたします。 

 それでは、論点につきまして、論点といいましても一つですけれども、全員でするかし

ないかにつきまして委員間討議をしていただきたいと思います。 

 御意見のある方、挙手を願います。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 全員でやるとなると、多彩な着眼点による質疑が期待できるのかなとい

うのがメリットとして考えられ、また、デメリットとしては、もしかしたら質疑に時間が

かかるのかなというところはありますけれども、メリット、デメリットとしてはそういう

ところかなと思います。大きな問題がないのであれば、全員でやってもいいのではないか

なという、これは意見です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 全員でやる、富永委員とかぶる部分が多いのですが、予算ですね、決算

も、議員の仕事というか、要件の中の一番ウエートを占める要素の大きいものだと思いま

す、予算の審議も決算もですね。これは私は全員でやるべきだと。当然いろんな意見が出

てきて時間が長くなったと。でも、逆に言うと、審議が長いということは、それだけ市政

に反映されていく、当局に反映されてよりよい方向になるということで、極端にめちゃん

こ長くなるということは今まででもあり得ないと思いますので、そういう部分については、

逆に言うとメリットじゃないかなというふうに思っております。確かに、デメリットとし

て、時間が、今は２日でやっているのが、もしかしたら３日になるかもしれないといいま

すけど、通常の状況においても、さほど私はそう影響ないのかなというふうには４年間を

見て感じております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 私も、過去４年間、半数の場合と全員でやった場合を経験させてい

ただいて、やはり議員として１年間の300億を超える大きな予算、決算もそうですけれども、

それに全議員が問題意識を共有できる。委員外議員として傍聴はしたりできるんですが、

やはり一人一人が委員として参加することによっての、繰り返しになりますが、いろんな

着眼点が生まれる。ただ、そういう細かい質疑、たくさん人数がいれば、それだけたくさ
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んいろんな問題、着眼があって、能率的、効率的にはどうなのかなという、審査する方法

も考えていかなきゃいけないので、それはまた今後のあり方の協議会の中で練っていくと

いうことで、この全議員で特別委員会の委員をするということはぜひ、４年間を経験して

やっていったほうがいいんじゃないかなという意見になりました。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかに御意見ございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 審査方法を若干考えていただきたいなというのが私の意見だと。ちなみ

に、私、予算委員長を経験させていただいたとき、そのときの経験で言わせていただくと、

途中で大紛糾したり、その発言において本会議場で懲罰動議が出たり、それが可決された

り、ある議案が上程されて、日程が延長になって、丸々３日間開催しました。今言われま

した各委員、勝手とは言いませんけれども、発言が多くて委員長報告が大変でした。これ

は委員長がすればいいんですけれども、委員長報告をつくるには、きちっとした議事録、

これが必要で、経費とかコストというのもかかるんです。この議事録をいただいてから、

議事録を読んで、委員長が精査、抜粋して本会議場で発表するという作業、たまたま終わ

った日が金曜日で最終日が月曜日ということで、数百枚という議事録をいただきました。

読むだけで10時間以上かかって、これを20分程度、十二、三枚にまとめる作業というのも

ありますので、これもコストがかかるわけで、私の部分で、議事録という、テープ起こし

という作業には。だから、これは、やっぱりやり方をしっかり議論していただいて、ある

程度時間を切るとか、きょうの委員会でも、今のペースで進めば、これは完全に昼、何時

に終わるかわからないので、そういうある程度時間を切るような形でやれば、私は別段い

いと思いますけど、今のままただただこれを進めるのであれば、予算決算委員会、早川副

委員長が言われました、重要な委員会に対して、二つの委員会に入らずに一つずつ入れば

いいと思います。ただし、今言ったような手だてを打てば、全員で協議すればいいと思い

ます。ということで、趣旨採択とは言いません。採択で結構であります。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） まだ聞いていません。意見だけ。委員間討議ですか

ら。自由な発言は認めますけれども、まだそこまでお聞きしておりません。 

○富永秀一委員 今の発言についての質問もできるんですよね。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） まだ、ごめんなさい、終わっていない。 

○三浦桂司委員 じゃ、とりあえずここで切ります。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

○富永秀一委員 今の三浦委員の御発言についてですけれども、例えば物すごい長くなっ
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たというときに、全員だったのか半分だったのか、ちょっと存じ上げませんが、もし半分

であったら、それは防げたことなんでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 三浦委員。 

○三浦桂司委員 半分ですよ、半分。半分です。 

○富永秀一委員 わかりました。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） でも、討議なので、おっしゃっていただいたほうが

いいかもしれませんけど。大丈夫ですか。 

○三浦桂司委員 内容に入っちゃうので、何でもめたかという。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 一色委員。 

○一色美智子委員 私もちょっとよく覚えていないんですけれども、どうなんでしょう。

各会派の代表が出てくるわけですよね。その前の段階において、会派で今回の予算委員会

なり決算委員会を一通りずっと多分勉強されると思うんですよ。そのときに、これをちょ

っと聞いてみようかという話が多分出てくると思うんですよね。それで、全員でやるのか

半分でやるのかというのは、非常に私今、結論を出しづらい状況なんですけれども、どう

なのかなという。会派の代表が来ますので、それで何か問題があるのかなということです

ね。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかに。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 会派の代表が出てきてやるという、半分でやるとなるとそういうふうに

なると思うんですけど、例えば一人会派の場合とか、そういったことも問題になると思い

ますので、そのあたりも十分考えていかなきゃならんなというふうにも思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 近藤委員。 

○近藤裕英委員 例えば、時間がかかるとか、資料が膨大になるとかというところは、議

員である以上はそれは問題視するところでもないと思います。ですから、例えば、こうい

う本会議でも、ほかの議員が見てみえて、意見が言いたいところが言えないわけですよね。

全員なら全員ということであれば、それぞれの積極的な意見がいただけることによって時

間がかかるのであれば、それはいたし方がない。議員の職務だと思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにいかがでしょう。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、以上で委員間討議を終結し、討論に入り

ます。 

 討論のある方は挙手願います。 
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 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 先ほどの意見とも重なってきますが、分科会を開くだとか、細かい

ことはまた、それこそ全議員で決めていくこととして、こういった特別委員会、決算、予

算の委員会を全議員が問題意識を共有していくということには賛成で、採択としたいと思

います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 市政改革の会を代表して採択の立場で討論させていただきます。 

 市民の方から出された陳情ですね、ここに書いてある内容というのは、やっぱり私も理

解できます。やはり予算決算、これは、民間の企業でいえば自分の生命がかかっているよ

うなものですよね。やはりそういう気持ちというのは多分出された方にもあるのかなと。

やはり市政をよりよく発展させるために全議員が声を出して予算に取り組む。決算も、決

算の内容によって、またよりよい次の年度の予算が出てくる。やはり全議員がかかわると

いうことは必要なのかなというふうに思っておりますので、採択とさせていただきます。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにいかがですか。ございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、これで討論を終結し、採決に入ります。 

 陳情第１号は採択すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 御異議なしと認めます。よって、陳情第１号は、全

会一致により採択すべきものと決しました。 

 続いて、陳情第２号 視察旅行の報告書及び経費の公開を求める陳情を議題といたしま

す。 

 本陳情について、議会事務局より状況等で説明できることがありましたらお願いいたし

ます。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） それでは、陳情第２号のほうの資料の説明をさせていただき

ます。これのみ縦方向で説明をさせていただきます。 

 まず、行政視察における報告を公開しているかどうか。 

 瀬戸市、うちでいう議会だよりで簡易的に視察内容を公表している。春日井市は行って

いない。豊田は行っている。小牧市も行っている。議会だよりをＰＤＦ化して多分これは

ネットに公開をしているということです。尾張旭市は公開をしている。日進、清須、北名
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古屋、みよし、長久手市は公開をしていない。 

 続きまして、政務活動費を使った会派の行政視察について。 

 瀬戸市は行っていない。春日井も行っていない。豊田も行っていない。小牧も行ってい

ない。尾張旭市は行っている。日進は行っていない。清須、北名古屋、みよし市も、同じ

く行っていない。長久手市、政務活動費による視察を公開している。 

 続きまして、政務活動費そのものの公開につきまして、瀬戸市は行っている。ただし、

交付額のみを行っている。春日井市、行っている。収支報告書を公開している。豊田市、

会派ごとの一覧で掲載をしている。小牧市、毎月末、使途、使用額を会派ごとに掲載をし

ている。尾張旭市、掲載をしている。日進市は公開をしている。清須市、公開をしている。

収支報告書を議会だよりで公開をしている。北名古屋市、公開している。収支報告書。み

よしは公開をしていない。長久手市、収支報告の一覧を掲載している。あと、その他とし

て、日進市は議会報告会の実施報告書で政務活動費を報告しているという調査の資料です。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 会議の途中でございますが、ここで１名の方より傍

聴の申し出がありました。許可することに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、入場を許可いたします。 

（一般傍聴者１名入室） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 陳情でありますので直ちに質疑に入りますが、議会

事務局は、質疑に際してわかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 早川委員。 

○早川直彦委員 質問させていただきます。 

 今、市民の方が、視察とか政務活動費ですね、政務調査費を知ろうと思うには、これ、

開示請求しか方法がないということで今の現状だとよろしいでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 馬場課長、答弁願います。 

○議事課長（馬場秀樹君） 昨年の議会報告会で常任委員会の視察研修につきましては若

干報告もあった部分がございますけれども、基本的に細かい部分を知ろうと思えば開示請

求をしていただくというのが現状です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 視察旅行の報告書及び経費のと書いてあります。これは視察旅行、旅行
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ですね。常任委員会というのは旅行なんでしょうか、視察は。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 陳情者の陳情の文言につきましては、ちょっと事務局のほう

も理解ができない部分はございます。真意がわからない部分があります。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 先ほど、情報公開で請求された方の件数というのはどのぐらいある

んでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 把握をしておりません。申しわけございません。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 確認ですけれども、そうすると、豊明市の現状としては、このグラフと

いうか表でいうと、全バツという状態ということでよろしかったでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 常任の報告は、全協の場で報告をして、昨年の場合ですと議

会報告会で若干触れている部分がございますが、豊明市の状況でいくと、全てバツの状況

かなと、それに近いものがあると思います。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 一色委員。 

○一色美智子委員 ちょっと確認をさせてください。今現在、行政視察の場合は、委員会

ごとに全議員が提出をして、それを委員長がまとめて報告書を提出しておりますよね。会

派視察でも、会派でみんなが行かれて、おのおの会派で書かれて、会派の代表の方が１人

出して報告をしておりますよね。それを今の段階でネットに載せることは有効ですか。で

きますか。可能ですか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 技術的な部分で申せば可能だと思います。 
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 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 確認させてください。いただいた資料の中の会派視察の中で、尾張旭市

が丸となっていまして、長久手市は丸に米１というふうになっていて、政務活動費による

視察ということになっておるんですけど、これ、尾張旭のほうは、会派視察、全てをネッ

ト公表されておると、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 尾張旭市のほうにつきましては、かなり細かいところまでネ

ットのほうで公開をされているという、そのように確認をしております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 政務活動費での、今、清水委員と同じなんですけれども、視察ですけれ

ども、わかればいいんですけれども、わからなかったら結構です。これ、政務活動費とい

うのは、各市町、金額が違いますよね。例えばたくさんあるところとかそういうのはわか

りますか。わからない？ 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁できますか。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 今、手元に細かい資料を持っておりませんのでお答えのしよ

うがないんですが、豊明市のほうが、以前のデータを私が記憶している限りでは、豊明市

が突出して高いとか安いというのはなくて、かなり中庸な位置にあったというふうで記憶

をしております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で質疑を終結し、ただいまより、委員間討議を

実施いたします。 

 まず、論点ですが、どのように、何に対してメリット、デメリット、例えばあるかどう

か、提案いただけるとありがたいですが。 

 富永委員。 
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○富永秀一委員 この要旨からいうと、視察レポートを公表すべきかどうかということが

一つ。もう一つは、旅費などを公開すべきかどうかという二つが論点としてあるかなと思

います。 

 メリットとして、視察レポートを公表するということであると、市民が視察なりを知る

ことができる、また、不適切な視察が行われていないか市民がチェックできるということ

がメリットとしてあるかなと思います。また、デメリットとしては、時期さえ規定してい

ないので、これは問題はないかなと思われます。 

 あと、旅費については、市民が、視察が適当な交通手段もしくは宿泊手段などで行われ

ているかどうか知ることができる。デメリットは特にないのかなというふうに思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにはいかがでしょうか。論点は視察旅行……。 

○富永秀一委員 視察レポートを公表するか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） そうですね。視察レポートを公開する、旅費を公開

する。これを別々に考えたほうがいいんじゃないか。別に、一括して。 

○富永秀一委員 先ほどの感じだと両方とも話しておいたほうがいいかなと思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） そうですね。両方ともデメリットはないんじゃない

かということでした。それは、委員間討議の論点というよりも、公開するかしないかとい

うことで、ネット公開をするかどうかということに対して、それしかないですもんね。じ

ゃ、そのことについて。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 論点なんですが、先ほど私言いましたように、今、開示請求をしないと

市民の方が見られない状況なんですね。そもそもその状況がいいのかどうかですよね。そ

うなってくれば、ネットで公開するとか、あと、市民コーナーにコピーをとって置くとい

うことも可能ですね。１階の市民コーナーとか、４階の事務局の、見せてくださいと言え

ばつづりにして見せることも可能だと思いますので、本当に開示請求しないと見られない

状況がいいのかどうかというのが私は論点じゃないかなと思っております。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにはいかがでしょうか。特に討議することは。

今の御意見でよろしかったですか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 論点は出尽くしたということでいいですかね。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 論点というよりも、意見になってしまっています。

御意見でどうぞ。 

○清水義昭委員 早川委員と同じように、開示請求しないと出てこないだとか、そういう
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受け身な方向というのはなるべくやめて、できるだけこちら側からオープンしていきたい、

議会のほうとしてもオープンしていきたいというふうに考えていますけど、委員の皆さん

はどのように考えられているのかなと。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 皆さんの御意見をお聞きしたいということで。 

 近藤委員。 

○近藤裕英委員 委員のおっしゃるとおりで、開示請求すれば見られることなので、だか

ら最初からオープンにすればいいと僕は思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにいかがでしょう。 

 一色委員。 

○一色美智子委員 オープンにするということはいいんですけれども、この場合、行政視

察の場合、全員なのか、会派の代表なのか、その辺のところはどういうふうに考えてみえ

ますか。会派の視察とか行政視察に行った場合に、ネット上に見せるのは、代表者が見せ

るのか全員が見せるのかというのは。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 一番最初に言ったように、細かい具体的なことに関

しましては検討委員会のほうにお渡しして、まずネット公開をするかどうかということで

総論的に。いかがでしょうか。 

○一色美智子委員 特別委員会のほうにこれも付託をするということで、付託というか、

載せるということでいいですか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） そうですね。そういったことをもう一度検討をして

もというか、まずネット放映をするかどうかに関して、総論的に今伺えたらいかがかと思

いますが。 

 今、副委員長からの指摘がありました。ネット等なので、ネットに限らず公開をすると。

等がついていますので、総論的に公開をするかどうかというところに論点を置いて、ネッ

トでするのか、それとも、下の情報公開のコーナーでするのか、そういったことは、もう

少し細かいことにつきましては、改革協議会のほうでもう一度いろんな側面からも考えな

がらしていただきたいというふうには思っておりますが、この委員会として、ネットと、

とにかく開示請求しなくてもいつでも見られる状態にするようにするかどうかといったと

ころで討議いただけるといいかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 ネット放映というのは別段いいんですけれども、議会報告会やとある。

下段の下から２番目、と書いてあるので、この部分でどうすべきかというのも一度お願い
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したいんですけれども。議会報告会で紙ベースで渡すのか、放映するのか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） そういったことも今後の課題として、この委員会で

は、公開をするかしないかといったところを論点にさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 これは、常任委員会と政務活動費を活用した視察だけということで……。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それも含めて。常任委員会や政務活動費をというこ

となんですが、まずいろんな情報公開をしていくことに関してというふうに。そういう細

かいことは……。 

○三浦桂司委員 いや、ここに書いてあるのでね。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 書いてあるのはあるんですけれども。よろしいです

か。この内容のこと、言葉一句一句を大事にしていこうと思うと、もっと掘り下げていろ

んなこともしていかなきゃいけないので、総論的に今回はさせていただきたいと。当初議

長からもお話がありましたように、後で議会改革について協議会をやっていくと、つくっ

ていく、開催していくということにはもう決まっておりますので、具体的にどう変えてい

くかということに関しては、また内容を協議していただくということにして、総論的にす

るかどうかということでお考えをいただきたいというふうに思っておりますが、いかがで

しょう。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 特に今回の場合には、この陳情書で要旨のところに書いてあることです

よね。その部分が丸なのか三角なのかバツなのかというのをやっぱり決めていくところだ

と思いますので、それの理由づけのところで書いてあるところの詳細については、それほ

どこの場でどうこうということは特に考えなくてもいいのかなと。要旨がそのままで行け

るかどうかというところが一番大事かと思われますが。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにいかがでしょうか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、以上で委員間討議を終結し、討論に入り

ます。 

 討論のある方は挙手願います。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 特に公表の時期であるとか方法について細かくこうしなければというこ

とが詳細で決まっているわけではなくて、などと書いてあったりするわけですし、これは
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公表は、今は開示請求をしなければいけないところから、いつでも見られるような状態に

公開をしていく、公表をしていくという意味でいうと、これは採択でよいのではないかと

思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 私も、何ら問題はないと思います。確かに一部の市民の人で政務活動費

を利用した視察に対して遊びに行っているという意識を持っておられる方がおられます。

この陳情者にも視察旅行と書かれておりますので、それは我々も、正々堂々と、政務調査

費で活動させていただいたり、常任委員会の視察に行った後にレポートを出して、こうい

うことをやったんだということを堂々と開示すべきだと、逆に。私は個人的にはやってお

りますけれども、全員の方がやっていただければそれで結構です。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 一色委員。 

○一色美智子委員 私も採択の立場で。今までも書いてきていますので、これを公表する

ということは、これはいいと思います。細かいところは今後決めていくということですの

でいいんです。ただ、今回、視察旅行と書いてありますので、ここは私の感覚は旅行では

ない、あくまでも視察というのを思っておりますので、そこだけ一言言わせていただきま

す。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 近藤委員。 

○近藤裕英委員 私も採択の方向で意見を言わせていただきます。当然公費で行う調査な

ので、いわゆるでき得る限りネット等というのは、最大限公開できるような方法で考えて

いくべきだと思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 私も採択の立場で討論させていただきます。開示請求をするに当たって、

紙ベースだと１枚10円かかります。やはり市民の方が知りたいということで、枚数が多け

れば、それだけ市民の方の負担がたくさん出るというものです。やはり私たちの仕事ぶり、

どうしているのかと知りたい市民の方もいると思います。そのためにも、やっぱり知るた

めのツールの一つとして必要だと思いますので、ぜひともこれは採択が必要であると思っ

ております。 
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 以上であります。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で討論を終結し、採決に入ります。 

 陳情第２号は採択すべきものに決することに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 御異議なしと認めます。よって、陳情第２号は、全

会一致により採択すべきものと決しました。 

 続いて、陳情第３号 委員会の一般傍聴者数上限引き上げを求める陳情を議題といたし

ます。 

 12時に12分ぐらいしかありませんが、進めさせていただいてもいいでしょうか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 少しねじを巻いていきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 議題といたします。本陳情について、議会事務局より状況等で説明できることがありま

したらお願いいたします。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） まず、当市の状況は、先ほど委員長が委員会の折に傍聴を諮

っていただいたように、当初は６名以内というような形で進めさせていただいております。 

 お手元の資料のほうを確認させていただきます。各市町によって委員会を開催する部屋

の大小というのはありますので、一概に言えない部分があるとは思います。瀬戸市は12名。

傍聴席を上回った場合は抽せんをしているということです。春日井市は５名。記者席は５

名のほかに別にあります。豊田市は60名。定員というのは定めていないが、ここの60名の

中には、傍聴議員だとか、あと、当局のほうの傍聴も入るというふうで聞いております。

小牧市は５名。開催15分前までに傍聴の申請が必要ですよというようなことです。備考欄

のほうを御確認ください。尾張旭は５名。日進市は12名。清須市は14名。北名古屋は10名。

みよし市は25名。長久手市が10名。 

 以上でございます。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 陳情でありますので、直ちに質疑に入りますが、議

会事務局は質疑に対してわかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

 質疑のある方、挙手願います。 

 三浦委員。 
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○三浦桂司委員 総務委員会等は入場する職員は少ないんですけれども、福祉文教委員会

は特に当局が多く入りまして、傍聴できるマックスというのは、この部屋でいうと何名ま

でが入れるかわかりますかね。約。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 今ごらんのように、議会運営委員会の場合は当局がおりませ

んのでこの席のほうはかなりあいている状況です。これが、今三浦委員が言われたように、

福祉文教委員会ですとか建設消防委員会になりますと、当局のほうの部長、課長、あと、

課長補佐まで在席をすると満室になる可能性がありまして、基本的には今一番後ろの傍聴

者席が６席と、あと、記者席として２席がとってあるというのが、今の固定としてはそろ

えられる現状です。ただし、ここのところへ、例えば移動が可能な椅子を設置したりです

とか、そういったことというのは、何席か用意することは、スペース的な部分だけでいい

ますと可能な部分があるのかなと考えます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 一色委員。 

○一色美智子委員 傍聴希望者がしばしば６名を超えてあるんですけれども、６名以上の

申し込みがありますのは年どのぐらいなのかというのと、15名以上の申し込みがあるのは

どのぐらいあるのか、わかりましたら教えてください。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁できますか。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 細かい資料を、済みません、手元に持っておりませんけれど

も、基本的には、通常の常任委員会の場合ですと、通常ですと、傍聴６名が抽せんになる

ということはまれなケースとして若干昨年もあったという記憶はしております。あと、特

別委員会のほうは、済みません、ちょっと細かい資料がございません。申しわけございま

せん。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 今は６月議会。９月議会から本会議場の耐震工事が始まるようで、この

委員会室が本会議場になるのか、どこで開催するのかわかりませんけれども、そういう場

合というか不確定な場合ですが、お答えづらいかもしれませんけれども、どこで開催する

予定か、委員会、まだ決まりませんわね。 
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○議会運営委員長（近藤郁子議員） これに対しての質疑でよかったでしょうか。 

○三浦桂司委員 入室のキャパのことを言っているので。ここが例えば本会議場になって

しまうと、ほかの委員会室を……。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 臨時的に９月からの議会に対して、イレギュラーす

る場合のことに対して聞いていらっしゃいますか。本会議場のことですかね。 

○三浦桂司委員 本会議場が……。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ない場合のイレギュラーした場合にどこを使うかも

う決まっているかどうかということ。 

○三浦桂司委員 ざっくりこの間、ここでやられるのではないかということを言われまし

たので、例えばここが、仮の話で申しわけないんですけれども、なった場合、委員会室は

どこか違うところを探さないといけないという問題が生じてくると思うんですよ。その場

合のキャパというのはまだわかりませんわね、今の段階では。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それはイレギュラーした場合のことだけのことでよ

かったですか。 

○三浦桂司委員 まあ、いいです。でも、これ、今後の話ですのでね。上限を引き上げる。

局長。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） どうも趣旨がわかっていただけたようなので、局長

にお願いします。 

○議会事務局長（石川晃二君） ９月、12月が議場工事に入りまして、９月でここで本会

議を開いていただく、そういう態勢をつくります。委員会の日になりましたら、またこの

ような形に並びかえて、ここで実施するというのを今考えております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ９月議会だけ。 

○議会事務局長（石川晃二君） ９月、12月議会がその対象になります。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ９月、12月議会にはここで本会議も委員会も行うと

いうことです。 

○三浦桂司委員 わかりました。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかはいかがでしょう。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 他市で、例えば傍聴者が机なしで椅子だけで置いているところもあるか

どうかというのはわかりますでしょうかね。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 



- 36 -

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 確認をしたわけではないんですけれども、固定ではない椅子

を持ち込んで傍聴をしている会議もあるというふうで確認はしてはおります。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 関連してなんですが、清須市のところは、定員を超えたときは簡易な椅

子を持ち込むなどして可能な限り傍聴できるように対応と書いてあるんですが、ほかの市

ではないという、清須市さんだけがこの方法をとっているんでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） これも確認をしたわけではないんですが、そのような質問を

させていただいたときに、ほかの市町でいいますと、そこまで傍聴者が入ったことがない

という答えをいただいている市もございます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 早川副委員長。 

○早川直彦委員 もう一つ聞かせてください。もし当市で定員を超えたとき、簡易な椅子

を持ち込むなどで可能な限りといいますが、これ、可能な限りというと、この部屋でいう

と何人ぐらいだったらパイプ椅子を並べて入ることが６人以外にできるんでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 当然、机は準備はできないと思われます。今、最後列の窓際

のところにパイプ椅子をある程度の間隔で並べた場合は、10席ぐらいは御用意ができるの

かなと、そのようには考えております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 現状、傍聴者に配付する資料などは、最初から人数分用意をしているの

かというのは。お願いします。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 今、議案等につきましては、必要最低限の部数を用意させて

いただいて、それをとじて傍聴者の方に、今６名分おつくりをしているというのが現状で
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す。会議場等で配付をさせていただく資料につきましては、物によってはかなり部数的に

厳しい部分が、何とか計画というような例えば冊子類等になりますと、かなり部数的にも

厳しい資料もあるというような形を聞いております。もし今の閲覧をしていただく資料等

々を準備するというふうになると、ある程度当局のほうと調整が必要なのかなと思われま

す。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で質疑を終結し、ただいまより、委員間討議を

実施いたします。 

 それでは、論点、何について皆さんで御協議いただきましょうか。 

 富永さん。 

○富永秀一委員 論点としては、傍聴者の上限を引き上げるべきかどうかということと、

上限15名というのが適当なのかどうかということが論点としてはあるかなと思います。 

 引き上げることのメリットとしては、傍聴を希望する市民が傍聴できないという事態が

減らせるということ。デメリットとしては、資料あるいは人数によっては椅子をふやすと

いった対応が必要になってくるということぐらいかなと思いますが、理由のところで書い

てあるように、簡易なものというものも含めて考えるのであれば、可能なのであればいい

のではないかなというふうに思います。意見まで一緒に。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 御意見までいただきました。 

 要旨のように15名に引き上げることについて、それとも、人数関係なく引き上げる方向

で行くかどうかみたいなこと。でも、これは15名に引き上げるということが求められてお

りますけれども。何度も申し上げますが、一番最初に議長がおっしゃったように、そうい

った改革についてもう一度協議しましょうという会が設置されることになっておりますの

で、総論的に引き上げを求める陳情という題名に沿って御討議をいただくといかがでしょ

うか。特に御意見はございませんか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 追加で。上限を決める必要がないんじゃないかという意見も、もしかし

たらあるかとは思ったんですけど、上限の人数を一応決めておけば、資料とか椅子とかを

あらかじめ準備しておけるというメリットもあるので、15名なら15名で決めておくという

のは一つメリットとしてあるかなと思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） いかがでしょうか。15名について。引き上げること、
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そして、15名について、御意見がございましたら。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 確かに最初から決まった席というものがやっぱりあるわけですよね。今

６人ですよね。もともと４人でしたっけ、が、６人にふえたんですよね。そういう歴史を

たどっているんですが、上限、人数を定めるとなっても、委員会ごとに人数がたくさん入

れるときもあれば、後ろまでいっぱいあって当局も入りにくいようなという場合もあるわ

けなんですよね。確かに人数のところはちょっと悩ましいのかなと思うんですが、横にパ

イプ椅子を並べて、もう最初から並べてあることが前提だったら、人数の15名だったら15

名と定めるといいのかなと。それよりも多ければ、場合によっては可能な限り、あと２人、

３人入るとか５人入るんだったら、それをまた並べるという方法でもいいのかな。逆に、

入らなければ、今回は人数がたくさん、入れる状況じゃないですので、この人数しか入れ

ないというふうにしちゃう。逆に、きょうみたいにたくさんあいていれば座れるわけです

ので、それでもし多ければ、可能で入れる人数入れるという方法でいいのかなというふう

に私は思っております。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにいかがでしょうか。 

 近藤委員。 

○近藤裕英委員 ふやす方向というのはいいと思うんですが、やっぱり人数をファジーに

しておくと、途中でどんどん入ってくることが可能になりますよね、委員会の途中で、座

れるスペースがあるとか、あと、資料の準備もありますので、ある程度のどこかでくくり

の人数が必要なのかなと思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） という意見もございます。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 今、当局のほうから御説明があったんですけど、10個ぐらいだったら何

とか椅子を持ってきて並べられるのかなというのもあったので、今６名で、これで15名ま

で上限を引き上げてくださいということですけれども、そのあたりで終結するような方向

で行きたいと思っていますけれども、そのあたりでどうでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） という意見がございました。ほかにいかがでしょう

か。 

 近藤委員。 

○近藤裕英委員 追加というか。15というくくりが、提案が15なので15なんですけど、今、

実質は、横８で、記者席が２で、６名来ていただけるスペースがあって、もう一列という

考え方で言えば、プラス８だと14なんですけどね。こっちの都合でおさまりのいい数字だ
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けなんですけれど、いずれにしてもどこかでくくった、人数を決めてふやす方向でいいと

思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにいかがでしょうか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 引き上げること、今大方皆さんの御意見をお聞きしていて、それが

希望者に可能な限り入っていただくのがいいのかどうかということも含めて、それはまた

引き続きの検討のほうでして、上限を15に引き上げるということについてはいいんじゃな

いかなという意見です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 一色委員。 

○一色美智子委員 引き上げるのはいいんですけれども、傍聴者にとって椅子が違うとい

うのはどうなんでしょうね。座る人によって椅子が違うというのはどうなのかなという。

例えば同じ椅子で座れるならいいけど、ある方はパイプ椅子、ある方はちゃんとした椅子

に座るって、それはどうなのかなというのを私は思うんですけど、どうでしょうかね。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 富永委員。 

○富永秀一委員 今の一色委員の発言に対しての意見ですけど、席があいていれば、別に

前に座ってもらうということも可能なわけですし、いっぱいで後ろになったとしても、そ

れは先着順ということで納得してもらうということでいいのではないかなと思いますけれ

ども。少なくともこれと同様、余り劣悪でない椅子を例えば用意していただくような要望

をしておくとかいうことで。 

○一色美智子委員 傍聴者がそれを納得してくださればいいんですけれども。 

○富永秀一委員 ここでやっちゃっていいんですか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 委員間討議なので、乱闘にならなければある程度の

ことは。 

○一色美智子委員 確かにそうなんですよね。だけど、傍聴者全員で一律じゃないもので

すから、いろんな考えの方がいると思うんです。やっぱり最大限こちらが気を使ってあげ

ても、なぜなんだという方も、多分俺だけ何でなんだと、僕たちだけ、俺たちだけ何でだ

という意見が出てきてもいけないしなというふうに思ったんです。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） マイクの加減がありますので、やはり挙手していた

だいてお願いしたいと思います。という意見もありました。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 椅子、確かに大事だと思うんですけれども、例えば知立市でいけば、可

能な限り委員会の傍聴者数を認めるということで、立ち見も可能という、そんなような自
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治体もあるわけですよね。どんな形でも委員会を見たいというような形でお越しになると

いう方もおられるとも思いますので、そのあたりも考えてということになればと思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） いかがでしょうか。意見は出尽くしましたでしょう

か。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で委員間討議を終結し、討論に入ります。 

 討論のある方は挙手願います。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） では、以上で討論を終結し、採決に入ります。 

 陳情第３号は、採択すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 御異議なしと認めます。よって、陳情第３号は、全

会一致により採択すべきものと決しました。 

 ここで、昼食のために１時15分まで休憩にしたいと思います。 

午後零時９分休憩

午後１時１５分再開 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それでは、休憩を解き、休憩前に引き続き会議を始

めますが、ここで委員の皆さんに、お手元に、机上に、私、先ほどちょっとフライングを

してお話をしてしまいましたが、本議会運営委員会終了後の、改めて議会運営委員会の開

催につきましてお知らせがしてありますのでよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 では、続いて、陳情第４号 議会及び各委員会の放映のさらなる拡充を求める陳情を議

題といたします。 

 本陳情について、議会事務局より状況等で説明できることがございましたらお願いいた

します。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） それでは、陳情第４号の資料のほうを確認していただきたい

と思います。 

 こちらのほうに御提示させていただいておりますのは、庁舎内でのライブ放映があるか

ないかということを10市に確認しております。瀬戸市、清須市、北名古屋市、みよし市に

おいては庁舎内でのライブ放映はない。あとは、ほかの市においてはあるということでご
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ざいます。ちなみに、豊明のほうは、今この会議を第２委員会室でモニターで確認ができ

るのみという形になっております。本会議については、あくまでも録画の放映だけという

のが今の豊明市の現状です。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 陳情でありますので直ちに質疑に入りますが、議会

事務局は質疑に対してわかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

 それでは、質疑のある方、挙手を願います。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 １階市民広場に、例えばモニターを置くとすると幾らぐらいかかるか、

ざっくりした金額はわかるものでしょうか。金額が。わからなかったらそれで結構ですけ

れども。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 工事費、費用的なものというのは、ちょっとしっかりとした

数字はつかんでおりません。ただし、もし１階の市民スペースの部分に例えばモニターと

かを設置するというふうになると、まずそこまでケーブルを引っ張る費用が発生してまい

ります。あと、今の簡易なシステムでは多分出力が足りないものですから、増幅するよう

な機械をかます必要があるのかなというふうです。費用につきましては細かい資料がござ

いませんので、ちょっとお答えができかねます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにありますか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 議場をまた今改修をされるわけですけれども、改修後の撮影についてど

のような形で撮影が可能なのか。現状のように固定のカメラでの撮影になるのか。あるい

はズームをすることが可能なのかどうか、わかりましたら教えてください。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 予算計上自体は、総務防災課のほうで庁舎管理の工事の一環

としてやっていただくことになりますけれども、一応、交渉といたしましては、今年度、

庁舎の耐震工事が終わりましたら、来年度、平成28年度にまず議場の音響システムがかな

り劣化をしておりますので、いずれにしてもこちらの機器を入れかえるという打ち合わせ

というか、予定でおります。 
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 それに際しまして、今、簡易な固定のカメラで録画放映をしておる、そのカメラ等の機

器に関しても新しいものに買いかえていくという、そういう予定はしております。という

ふうになれば、例えば今議員が言われたようなズーム機能ですとかテロップを挟むことが

できるとか、まだしっかりとした設計が組んであるわけではございませんけれども、その

ような形も視野に入れて計画を詰めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 関連して聞かせていただきますが、これ、ネット中継を、録画でも生中

継でもなんですが、音響機器の仕様によって可能になるのか、それともまた別にしないと

いけないのか、どうなんでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） ある程度機器のスペックの問題にはなってくると思いますけ

れども、あとはライブ放映ですとか、ライブ放映の後、即録画中継放映という形になりま

すと、契約の仕方、多分外部サーバーを借りて、そちらのほうへいきなりケーブルで直接

送り込むというような形なのかなと思っております。データのやりとりが発生すると、即

時性とかそういう部分もなくなっていきます。ただ、そこの部分に関しては、例えば便利

な分だけ契約費用ですとか、そういった部分が増すということも考えられます。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 関連してよろしいでしょうか。事務局としては、例えば、音響の機器を

かえて、そういうネットでズームにしたりとか全部撮ったりとか、それを一気に放映する

ほうが、もう、１回それで撮っちゃえば、あとサーバー、契約になるかもしれん、外部サ

ーバーで生中継がそのまま後視聴できるようになる。今までは編集があったと思うんです

けど、その編集もなくなるとかあるんですか。手間が省けるとか、逆に手間がふえるとか。

どうなんでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） そのあたりは、いろんな市町のネット中継を見ておりますと、

それぞれです。一度ライブ中継が終わると、即録画として見られるというような形の市の
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形式もあります。そこの部分というのは、やっぱり契約の仕方というか、契約金によりま

して若干変わってくるのかなという気がいたします。多分、議場にある音響機器と外部サ

ーバーを光ケーブルで直接つないでデータのやりとりをするですとか、そういった形にな

るとは思うんですけれども、ある程度光ケーブルでつないである状況であれば、手間的に

は少し軽減されるのかなとは思っております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 今、議場の話だったんですが、委員会室についてもネット回線を引くと

いうのは、今のところは予定はあるんでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 基本的には、今、ここの委員会室にある機械を使って放映が

どこまで可能かということで、ここの委員会室の機器を更新するということは計画には入

っていない状況です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 ちなみに、庁舎内にいわゆるＬＡＮといいますかね、そういうデータ通

信が例えば４階から１階までできるというような通信網というのは既にあるんでしょう

か。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 答弁願います。 

 馬場課長。 

○議事課長（馬場秀樹君） 庁舎内にはＬＡＮケーブルのほうが全て配備をされていると

いうふうに聞き及んでおります。ただし、以前、関係部署のほうへ確認をいたしましたら、

どうしてもＬＡＮケーブルというのは内部のデータのやりとり、内部サーバーのデータを

ＬＡＮケーブルで各端末で見られたりというような部分があって、セキュリティー上、余

りそういった中継を流したりとかいうのは好ましくないという、以前は当局のほうの回答

を一度いただいております。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で質疑を終結し、ただいまより委員間討議を実
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施いたします。 

 それでは、論点につきまして提案がありましたら。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 これ、要旨三つあるんですが、それぞれ、例えば、論点１だと、本会議

を全て放映すべきか、各委員会を放映すべきかといった分け方もできるかなと思います。

２でいうと、議場であれば、議場は全席撮影すべきなのか。３であれば、生中継をすべき

か、市民広場で庁内モニター中継をすべきかと分けられるかと思いますけど、基本的には、

生で流せるものは流したほうがよりよいのだろう、オープンになっていくということでよ

いのではないかなと思っております。ただ、ズームがもしできないようであると、２番目

については、例えば手元でいろいろ見せたり、表情だとか、そういったものが読み取れな

くなってしまうので、両方全席というのはやめたほうがよいのではないかなと思っていた

んですが、今、ズームができるものにすることも可能だということでしたので、それにつ

いてはやったほうがよいのではないかなというふうに思います。 

 庁内モニターがちょっと微妙なところなんですけど、これは費用が過大でなければやっ

てよいのではないかなと思うんですが、例えばネット中継をするということになったとき

には、恐らく１階にモニターを置いて、そこでネットを受ければ、つまり、ＬＡＮをつな

がずにできるというふうに思いますので、そういう形も可能であるならやったほうがよい

のではないかなというふうに思います。整理と同時に意見で。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） なかなか、論点といいますと今回の場合難しいので、

一応要旨について皆さんの御意見をお聞きするということにしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 このことについて御意見がございましたら挙手願います。 

 近藤委員。 

○近藤裕英委員 特に庁内モニターについてですけれど、別に１階でモニターで見るのな

ら、傍聴席へ来てもらえばいいんじゃないですか。１階に50人も60人も集まってモニター

を見られるのであれば、それはまた煩雑になるし、傍聴席がいっぱいになって困るようで

あれば１階でという対応も必要かと思うんですが、そういう意見です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 今の近藤委員の意見なんですけれども、もちろん時間に余裕もあっ

て、きょうはこういう議題がある、それで聞きにみえる方ももちろんいらっしゃいますし、

市役所に住民票だとかで見えた方が、たまたまそこでモニターで議会の何かをやっている
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ぞという、一語一句そこに座ってじっとそこで見ているという見方ももちろんあるんです

が、今議会、上ではこういうことをやっているんだという、今まで全く関心のなかった方

の目に触れるという点で１階にもあるといいのかなと。財源のことはちょっと今おいて話

をしてしまったんですけど、どういうふうに思われますでしょうか。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 近藤委員。 

○近藤裕英委員 傍聴席というのは入退席できるんですよね。できないですか。傍聴席と

いうのは入退席が、一回入ったら出られないとかいうことであれば。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） それはないですね。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 今の議論についてですけれども、要するに、ふじえ委員もおっしゃった

ように、その目的があって議会を聞きたいということでいらした方には特に問題ないんで

すけれども、たまたまいらして、ああ、議会がやっているんだと。だったらちょっと傍聴

してみようかなという機会にもなるかと思いますし、そこまでではなくても、議会で今こ

ういうことをやっているんだなということに関心を持ってもらうという意味はあると思い

ます。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 議長、どうぞ。 

○議長（月岡修一議員） 参考になるかどうかわかりませんが、このテレビ放映について

は、何市かお邪魔して直接お話を伺ったりしてきました。とても残念なのは、市民の皆さ

んからこうして多額の費用がかかる案件が出て、テレビ放映できるようにセットした。本

当に数カ月だけで、あとは見向きもしないと。大型モニターの前、誰もいないと。最初だ

け。そうすると、せっかく何千万に近い金をかけて庁舎内整備して、市民の皆さんの御要

望に応えたつもりが、費用対効果の面でどうなのかと。それはお邪魔した市は全てそうで

した。そういった意味で非常に残念だなという思いはしておりました。ですから、本当に

こういった問題は、陳情される方のそういうお考えはわかりますが、本当に多額の金をか

けて、結果的にそういう結果では、本当に税金の無駄遣いと議会も言われかねない、そう

いった要因も含んでおりますので、これこそやっぱりあり方検討委員会とかそういったこ

とを慎重にやらないと、こういったところで簡潔に答えを出すような問題ではないと思い

ますので。慎重に御検討ください。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 早川委員。 

○早川直彦委員 技術的なものですが、今、普通のテレビをＵＳＢみたいに差してパソコ

ンにもできる時代なんですよね、余り知られていないんですが。費用をかけずにインター
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ネットの放映だったら直ライブ中継も可能なわけなんですよね。やっぱりお金をかければ、

それは、ＬＡＮケーブルは有線で、線で引っ張って１階まで持ってくる。ブースターをか

まさないと当然、50メーターぐらいだったらいいですけど、100メーター、200メーターで

もう映らないですので、そうなればやっぱり費用もかかってくると思うんですが、モニタ

ーの大きさも、それは大きけりゃ高いとなるんですけど、やはり知っていただくという形

で、やっぱり市役所って目的を持って来るところだと思うんですね、住民票をとりにくる

とか環境課へ行こうとか総務に行こうとか。たまたまぱっと見て、ああ、何か議会やって

いるなと関心を持ってもらう。ちょっと行ってみようかなとか、見たことある議員が一般

質問しているなとか、そういうものって多分必要だと思うんですよね。 

 先ほども費用対効果のことを言いましたが、そこの費用対効果じゃなくて、何が本当に

市民にとって市政を動かしたかというのが最大の費用対効果で、知るためのツールのそれ

も一つだと思うんですよね。だから、最低限の費用でできればいいのかなというふうに私

は思います。何らかの方法でやっぱり知らせるという方法が、庁舎の中でもできやすいと

ころ、置きやすいところでもいいのかなというふうに思っています。よろしくお願いしま

す。今、意見みたいになっちゃいましたが、済みません。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 意見ですから大丈夫ですよ。 

 ほかに御意見はありますか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 今議長が言われましたけれども、我々視察に行くと、必ずと言っていい

ほど他市の本会議場を見せていただいて、その市のインターネット放映というのを見学さ

せていただいております。全て予算です。幾らかけて、モニターのズームといいますけれ

ども、これもやはり人員が必要なわけで、ここに幾ら予算をかけるのか。全て予算ですの

で。僕もこの１週間で二つばかりよその市にちょっとお伺いして、１階にモニターがあっ

たところがありましたけれども、誰一人見ておりませんでした。これはやっぱり、例えば

議員定数削減とか学校統廃合みたいな議題になれば、これはたくさん来ます。しかし、一

般的な普通のときの委員会とか議会というのは、これは視聴率というのも、多分、出して

いるところもありますよね、１％あるところはありません。これはそういう状況ですね。

やっぱり１にも２にも予算と費用対効果。すごい多大なお金をかけてこのようにやってい

るところもありますけれども、これはやっぱりランニングコストもすごいかけて、しかし、

費用対効果とかから見ればいかがなものかなというのは、これは視察の感想です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 富永委員。 
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○富永秀一委員 もし本当に何千万もかかるということであるとかなり考えないといけな

いことかと思うんですが、恐らく今普通にモニターを購入して、また、インターネット中

継は既にされているものをデータで受信して見せるということであれば、もう数十万円、

それもかなり前半でできる話です、現実には。ですので、本当に費用対効果が第一だとお

っしゃるのであれば、かなり費用の部分は少ないんだというふうに考えていただければい

いと思います。もちろん発注内容によって、しっかり光ファイバーで議場から全部持って

きてとか、物すごいことをお願いすれば、それは何千万にもなると思いますし、実際そう

やっているところもあるかもしれませんけど、かけない方法もあるという前提でお考えい

ただいたほうがいいと思います。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 三浦委員。 

○三浦桂司委員 本当に数十万単位でやれるのであれば、これはぜひ進めていただきたい。

数十万単位でやれるのであればです。 

○富永秀一委員 やれますよ。 

○三浦桂司委員 やれるんですか。 

○富永秀一委員 やれます。 

○三浦桂司委員 じゃ、お願いします。 

○富永秀一委員 専門家も隣にいらっしゃいます。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 御意見ございますか、清水委員。 

○清水義昭委員 ちょっと数十万でできるかどうかというのは相当難しいかなというふう

に思います。その内容にもよるんですけれども。設置する、結局、こういうシステムを構

築するということは、やっぱり長い間使っていただくということも前提になるわけですの

で、余りにも簡易なものというのもちょっといかがなものかというね、後ろのことも考え

るとと思いますので。私、専門的な立場から申し上げると、なかなか難しいかなというの

が現状。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 近藤委員。 

○近藤裕英委員 僕は賛成できない。もう一点、皆さんで、モニターが１階に置かれたと

きに複数人で見ているときに、傍聴席とは違っていろんな意見が言えますよね。あれはど

うだこうだという話がその場で言えますので、扇動的な意見を大きな声で言うことも可能

なので、別にパソコンのネットで見る分には、自分で個人で見ている分には、それぞれの

おのおのの意見とかひとり言で言うかもしれませんけど、こういう公のところにモニター

があって、ざっと並んでいて、あれはどうだどうだという扇動的な、意識的に扇動的な意

見を言うことだって可能ですよね。そういう危険性もあるという。だから、積極的に４階
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に上がっていただけるようなことをして……。タイムオーバーでした。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） いいです。でも、最後、まとめてください。 

○近藤裕英委員 傍聴席がいっぱいでいっぱいでというところであれば、例えば別室でモ

ニターだとか、私語禁止という形でモニタリングできるような方法も考えられる。全く反

対ということはないですけど、いろいろな影響もあるかと思います。 

 以上です。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 一応時間が過ぎましたので、どうしてもこれだけ言

っておきたいという意見がありましたら。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ないようですね。以上をもちまして、委員間討議を

終結させていただき、討論に入ります。 

 討論のある方、挙手を願います。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 今までも、安価でネット中継をすると、豊明市議会、委員会もあそこは

ありますけれども、中継しているということで、これは本当に皆さんでもっと費用対効果

を本当に、申しわけないけれども、視聴者というのが本当に少ない。これは議員の責任か

もしれませんけれども。それと同時にデジタルデバイドの問題もあって、新聞に書いてあ

ったんですけれども、高齢者の人でネットとかスマホなんかになじめない人が、60歳以上

で、ふだん使わない、余り使わないという人で六十四、五％あったわけで、やっぱりそう

いう部分も。若い人はなかなか見ていただけないので、そういう人がやっぱり見ていただ

けると思うんです。我々もずっとここ何年かやっているんですけれども、視察に行くたび

に、多分皆さん行かれると思いますけれども、よその市町を見ると、数十万単位でできる

というのであれば、本当に今すぐ予算化してやりたいわけですけれども、やっぱりここの

金額ですね。金額と、これだけの費用をかけていいものか。今、施設統廃合を唱えて市民

の人にも負担かけるわけで、この議会予算だけ膨らませていいものかというものもありま

すので、皆さんで一度本当にしっかり討議していただくよう、私はこれを趣旨採択といた

します。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 一色委員。 

○一色美智子委員 私も趣旨採択の立場で討論させていただきます。 

 先ほど言われたように、傍聴に来てくださった方はそのまま４階に上がってくださると

思うんです。今、１階にモニターが置いてあるんですけれども、そこに、じゃ、いざ今座
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っている方がどのぐらいいるかなって。それが、今後、やることにしてふえていくのかな、

どのぐらいふえるのかなと思いますし、今現実に一般質問を放映していますよね。それを

どれだけの方が見ているのかなと思うんです。そうすると、もっと魅力ある議会、もっと

魅力ある本当に議会を目指して、その上からこういうことを考えていってもいいんじゃな

いかなと思いますので、やっぱりこれもあり方検討会なり特別協議会なんかで協議をして

もらって、そのときから決めたほうがいいと思いますので、趣旨採択といたします。趣旨

はわかりますけど、今後に期待ということで。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 富永委員。 

○富永秀一委員 生中継をできるだけしていったほうがいいという方向性は採択すべき方

向だとは思うんですけれども、やはり費用の面がはっきりしていないというところがちょ

っとネックがありまして、今専門家の清水委員にちょっと数十万ではできんと言われたの

で、できると思っていたのができんと言われたので、ちょっとそこの部分が揺らいだとこ

ろもありますので、これは詳細に、どういう仕様でどういうものをやるのか、そのあたり

はやはり検討して、やるならやるということで決めていく必要があるのかなと思いますの

で、趣旨としては生中継はできるだけやっていくという方向ではあるので、趣旨採択かな

というふうに私は今思っております。 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

 早川副委員長。 

○早川直彦委員 私は採択の立場で討論させていただきます。 

 確かに、費用対効果だけ見れば、かければかけるだけの費用がかかるんじゃないかなと

思うんですけど、逆に言えば最低限のものでもできないわけでもないと思います。見積も

りとって、どんな方法がというのがあれば、今後いろいろな方向性が出てくると思うんで

すが、やはり関心を持っていただくためのツールの一つとして、ロビーに入って議会のネ

ット中継を見ていれば、ふっと目につきますよね。モニターを置く場所というのも多分問

題も出てくると思います。あっても目に入らないところに多分モニターがあっても目につ

かないですので。やっぱり置く場所とか、やっぱり市民の皆さんに関心を持っていただく。

逆に、関心を持っていただいて４階に上がっていただくとか、４階には上がれないけど、

ちょっと５分だけ見ようとか10分だけ見ようというのもあり得る可能性もあります。やは

り私たちがどういうことをやっているかということを示す一つとして、ネット中継だけじ

ゃなくてモニターというのも有効だというふうに私は思いますので、採択の立場です。 

 以上です。 
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○議会運営委員長（近藤郁子議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 以上で討論を終結し、採決に入ります。 

 初めに、陳情第４号を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 賛成少数であります。 

 続いて、陳情第４号を趣旨採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） 賛成多数であります。よって、陳情第４号は、賛成

多数により趣旨採択すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は終了いたしました。 

 お諮りいたします。委員会報告書につきましては私に御一任願えますでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○議会運営委員長（近藤郁子議員） ありがとうございます。 

 委員会報告書につきましては例に従い提出をさせていただきます。 

 慎重な御審査、御苦労さまでした。これにて議会運営委員会を閉会いたします。 

午後１時４３分閉会 

 豊明市議会委員会条例第29条の規定によりここに署名する。 
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              委員長 


